
2020年 3月 25日 

株式会社新進商会 

 

新型 コロナウイルス感 染 症 に対 する当社 対 応期 間 の延 長に関 するお知 らせ 

 

新進商会では、新型コロナウイルスの感染予防と拡大抑制について、3月末までの予定で、以下のとおり

対応を実施しておりましたが、昨今の状況を鑑み、本対応の実施期間を延長することといたしましたのでお

知らせいたします。 

 

【実施期間】 

2020年 4月 30日まで （※状況により、期間の短縮・延長及び内容の見直しを随時行ってまいります） 

  

【当社に来訪されるお客様・関係者へのお願い】 

厚生労働省における新型コロナウイルス感染拡大防止のガイドラインを踏まえ、当社拠点にご来場の際

は、感染予防としてマスクの着用をお願い致します。また、入構される際には、アルコールによる手指の消

毒をお願いします。（受付に消毒アルコールをご用意しております） 

 

【当社の対応について （2020/3/25 更新）】 

１．感染予防の対応 

  ・交通混雑を避けるため、時差出勤を実施 

  ・人混みを避ける行動、不要不急の集まりを自粛 

  ・不要不急の外出・出張の自粛 

  ・工場勤務者に対する出勤時の検温の実施 

  ・咳エチケットの実施とマスク着用の推奨 

  ・手指の消毒、石鹸と流水による手洗い、うがいの徹底推奨 

     

２．感染の疑いがある場合の対応 

  ・発熱（37.5度以上）などの風邪の症状がある場合は、自宅待機 

  ・発熱などの風邪の症状が現れたら、その日から毎日、体温を測定記録し、報告 

  ・症状が重症化した場合は、所属長及び総務部門へ報告 

  ・家族等、従業員の身近に感染者または濃厚接触者と認定された方がいる場合、14日間の自宅待機 

 

３．感染者発生時の対応 

  ・従業員に感染が確認された場合は、出社禁止を指示 

  ・保健所等の指示に従い対応を実施 

  ・感染者が接触した恐れがある社外関係者へ感染情報を伝え情報を共有 

  ・当社の事業継続方針に則り、個々の案件の緊急性や発生するインシデントの状況に応じて、 

国内に複数ある拠点(山形/新潟/神奈川/静岡)を代替拠点として活用することを適宜検討 

 

当社は、今後も社内外への感染被害抑止と従業員ならびに関係者の皆様の安全確保を最優先として、 

政府の方針や行動計画に基づき必要な対応を迅速に実施してまいります。 

関係者の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 


